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１ 運営適正化委員会の組織・委員等 

（１）運営適正化委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉サービス運営適正化委員会委員 （任期：平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 

 

選考分野 

 

氏  名 

 

所属・職名 

（合議体） 

運営監視 

委員会 

苦情解決 

委員会 

法  律 竹下 威 弁護士 ○ ○ 

医  療 
委員長 

冨永 秀文 
精神科医 

委員長 

○ 

 

○ 

社会福祉 

（公益） 

副委員長 

久永 繁夫 

学校法人 志学館学園 

鹿児島女子短期大学教授 

副委員長 

○ 

委員長 

○ 

社会福祉 

（公益） 
桐原 恵美子 鹿児島県民生委員児童委員協議会理事 

 

○ 

副委員長 

○ 

社会福祉 

（利用者代表） 
水流 凉子 

社団法人認知症の人と家族の会鹿児島

県支部代表 
○ 

 

 

社会福祉 

（提供者代表） 
水流 純大 

鹿児島県知的障害者福祉協会 

副会長兼事務局長 
○ 

 

 

 

 

【福祉サービス運営適正化委員会】＜社会福祉法第８３条＞ 

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等６名） 

 

福祉サービス運営適正化委員会組織運営要綱 

（目的及び権限） 

第２条 福祉サービス利用支援事業の適正な運営を確保するとともに，福祉サービ

スに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため，次に掲げる業務を行う。 

（１）福祉サービス利用支援事業を行う者に対する必要な助言又は勧告 

（２）福祉サービスに関する苦情の解決のための相談，助言，調査またはあっせん 

（３）福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがある

と認めたときの鹿児島県知事への通知等 

（４）その他、委員会の目的を達成するために必要な事項 

【事務局】 

○委員会事務 

○苦情の受付 

○広報・啓発活動 

○調査研究 等 

【福祉サービス利用支援事業運営監視委員会】 

＜社会福祉法第８４条＞ 

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等６名） 

【福祉サービスに関する苦情解決委員会】 

＜社会福祉法第８５条＞ 

（社会福祉に関する学識経験者，弁護士，医師等４名） 



  

【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会委員名簿 

（任期：平成２０年９月７日～平成２２年８月３１日） 

選考分野 氏名 所属・職名 備考 

公益代表 佐藤 直明 
鹿児島国際大学福祉社会学部児童学科及び

同大学院福祉社会学研究科教授 
委員長 

公益代表 大西 早苗 （財）鹿児島県老人クラブ連合会会長 副委員長 

利用者代表 瀬戸口 健 鹿児島県精神障害者家族会連合会会長 
 

 

利用者代表 有村 壽子 鹿児島県母子寡婦福祉連合会理事長 
 

 

経営者代表 瀬戸山 陽一 
鹿児島県身体障害者療護施設連絡協議会 

会長 

 

 

経営者代表 山下  求 
前 鹿児島県市町村社会福祉協議会連絡協

議会会長 （現 鹿屋市社協 会長） 

 

 

 

 

２ 委員会等の開催 

（１）運営適正化委員会 

第１回  平成２１年５月１５日（金）   出席：６名 県社会福祉センター 

内 容  ①平成２０年度業務報告について 

 

第２回  平成２２年３月１７日（水）   出席：６名 県社会福祉センター 

内 容  ①平成２２年度業務計画（案）について 

 

（２）運営監視委員会 

  第１回  平成２１年５月１５日（金）   出席：６名 県社会福祉センター 

    内 容   ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について 

     ②福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の実施について 

 

第２回   平成２１年７月１０日（金）   出席：６名 県社会福祉センター  

    内 容    ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について 

            ②福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の実施について 

 

  第３回   平成２１年９月１４日（月）   出席：５名 県社会福祉センター  

    内 容    ①平成２１年度都道府県運営適正化委員会委員長・事務局長会議の報告について 

       ②福祉サービス利用支援事業の実施状況等について 

        ③福祉サービス利用支援事業実施社協への現地訪問調査の結果について 

 

 



  

第４回   平成２１年１１月１９日（木）  出席：５名 県社会福祉センター  

    内 容    ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について 

       ②福祉サービス利用支援事業の再構築について 

 

  第５回   平成２２年１月１２日（火）   出席：６名 県社会福祉センター  

    内 容    ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について 

       ②福祉サービス利用支援事業の再構築について（経過報告） 

 

  第６回   平成２２年３月１７日（水）   出席：６名 県社会福祉センター 

    内 容    ①福祉サービス利用支援事業の実施状況等について 

       ②福祉サービス利用支援事業の再構築について（経過報告） 

 

 

（３）運営監視委員会による基幹的社協訪問調査の実施 

①運営監視委員会による基幹的社協訪問調査の実施 （６カ所） 

ア 霧島市社会福祉協議会     平成２１年７月１４日（火）事務局 

イ 薩摩川内市社会福祉協議会   平成２１年７月２１日（火）事務局 

      〃   （甑島）   平成２１年７月２４日（金）事務局 

ウ 南さつま市社会福祉協議会   平成２１年７月２９日（水）委員，事務局 

エ 阿久根市社会福祉協議会    平成２１年８月 ７日（金）事務局 

オ 奄美市社会福祉協議会     平成２１年８月１１日（火）事務局 

カ 鹿児島県社会福祉協議会    平成２１年９月１４日（月）委員，事務局 

 

②管内協力社協への預かり書類等の確認 （１１カ所） 

 キ 屋久島町社会福祉協議会    平成２１年７月 ７日（火）事務局 

ク 姶良町社会福祉協議会     平成２１年７月１４日（火）事務局 

ケ 加治木町社会福祉協議会    平成２１年７月１４日（火）事務局 

コ さつま町社会福祉協議会    平成２１年７月２１日（火）事務局 

サ 枕崎市社会福祉協議会     平成２１年７月２９日（水）委員，事務局 

シ 南九州市社会福祉協議会    平成２１年７月２９日（水）委員，事務局 

ス 南大隅町社会福祉協議会    平成２１年８月 ４日（火）事務局 

セ 東串良町社会福祉協議会    平成２１年８月 ４日（火）事務局 

ソ 出水市社会福祉協議会     平成２１年８月 ７日（金）事務局 

タ 宇検村社会福祉協議会     平成２１年８月１１日（火）事務局 

チ 曽於市社会福祉協議会     平成２１年８月１７日（月）事務局 

 

（４）苦情解決委員会                  

  第１回  平成２１年５月１５日（金）   出席：４名 県社会福祉センター 

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の検討について 



  

 

第２回  平成２１年７月１０日（金）   出席：４名 県社会福祉センター 

   内 容   ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

       ③福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会の実施について 

       ④福祉サービス相談・苦情解決体制整備状況等に関する調査について 

 

  第３回  平成２１年９月１４日（月）   出席：４名 県社会福祉センター 

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

       ③福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会の実施について（経過報告） 

       ④福祉サービス相談・苦情解決体制整備状況等に関する調査について（経過報告） 

 

  第４回  平成２１年１１月１９日（木）  出席：４名 県社会福祉センター 

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

       ③福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会について（報告） 

 

  第５回  平成２２年１月１２日（火）   出席：４名 県社会福祉センター  

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

       ③福祉サービスに関する調査研究事業について 

 

  第６回  平成２２年３月１７日（水）   出席：４名 県社会福祉センター  

  内 容  ①福祉サービスに関する相談・苦情受付状況について 

       ②福祉サービスに関する苦情申出案件の報告・検討について 

       ③福祉サービスに関する調査研究事業について（経過報告） 

 

 

【参考】運営適正化委員会委員を選考する選考委員会 

  開催日等 平成２２年３月１６日（火）  出席：６名 県社会福祉センター 

  内 容  ①福祉サービス運営適正化委員会の選考について 

       

 

 

 

 



  

３ 相談・苦情の受付状況 

 

（１）月別受付件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

苦情 0 3 1 2 2 1 4 2 2 2 8 1 28

相談・問合せ 5 0 5 5 1 2 7 1 2 2 0 7 37

合　計 5 3 6 7 3 3 11 3 4 4 8 8 65

（２）相談受付方法

苦情

相談・問合せ

合計

（３）サービス分野・申出人の属性

苦情
相談

問合せ
苦情

相談

問合せ
苦情

相談

問合せ
苦情

相談

問合せ
苦情

相談

問合せ
苦情

相談

問合せ

6 5 4 4 3 3 1 12 14

8 5 3 1 2 2 11 10

 2 2 2 2

3 4 3 2 2 3 11

11 15 10 8 4 9 3 5 28 37

（４）苦情内容・解決内容（苦情として受け付けた ２８ 件の内訳） 　

相談
助言

紹介
伝達

あっ
せん

県へ
通知

その
他

継続
中

意見
要望

3 　 1 　

3 1 4 1

1 　

7 7 　

13 2 　 　 12 1

来所 電話 書面 その他 合計

3 20 5 0 28

1 36 0 0 37

4 56 5 0 65

　　　　　　 申出人

　　　　　　　　属性

サービス分野

利用者 家族 代理人 職員 その他 合計

老人

障害者

児童

その他

合　計

　　　　　　　　　解決結果

　苦情内容
合　計

A　職員の接遇 4

B　ｻｰﾋﾞｽの質や量 9

C　利用料 　

D　説明・情報提供 1

E　被害・損害 　

F　権利侵害 　

G　その他 14

合　　計 28
 



  

（５）相談・苦情の概要と運営適正化委員会の対応 

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（職員） 

重要事項説明書に記載するた

め，行政機関その他苦情受付機

関を教えて欲しい。 

 

・事業所の所在地の確認を行った後，

鹿児島市と本会，国保連合会の苦情

窓口と連絡先を紹介して終了。 

相談

助言 

２ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（職員） 

重要事項説明書に記載するた

め，本会の苦情窓口の連絡先を

教えて欲しい。 

・本会の苦情窓口の連絡先を紹介して

終了。 

相談

助言 

３ 

（相談等） 

電話 

 

障害 

（職員） 

学童保育が，障害児通園施設で

あるかどうかを教えて欲しい。 

・学童保育は，法定の障害児通所通園

施設ではないことを伝えて終了。 

相談

助言 

４ 

（相談等） 

電話 

 

その他 

（家族） 

精神障害を抱える家族に対し

ての公的なサービス（外出援助

等）について教えてほしい。 

・外出を援助するサービスとして，公

的なサービスはあるが該当しないた

め，保健所が養成した精神保健福祉

ボランティアを登録している社協ボ

ランティアセンターを紹介して終

了。（今後は，社協ボランティアセ

ンターがコーディネートを行う予

定） 

紹介

伝達 

５ 

（相談等） 

電話 

 

障害 

（職員） 

相談支援事業所して，個人情報

の取り扱いについて教えてほ

しい。 

・医療法人が定める個人情報保護規程

に準じて，プライバシーポリシー（個

人情報に関する考え方や方針）を掲

示する必要がある。よって，法人内

で確認をとり，対応していただきた

い（医療法人等のホームページで掲

載であれば特に必要なし）と助言し

て終了。 

相談

助言 

６ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

入所者の健康状態が思わしく

ないにもかかわらず，支援方策

の改善がみられない。実態を確

認と改善について指導してほ

しい（Ｂ） 

・申出内容について事業所の調査を希

望されないため，委員会としては，

対応することができない。よって，

県へ伝達することで終了。 

紹介 

伝達 

７ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

フットケアのサービスを提供

している事業所のサービスの

質が低く，衛生的にも悪い。注

意を促すためにも，施設等に情

報提供を行ってほしい（Ｄ） 

・申出内容から，県担当機関へ情報提

供することが望ましいと判断し，紹

介伝達することで終了。 

紹介 

伝達 



  

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

８ 

（苦情） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

現在，障害福祉サービスの居宅

介護サービスを利用している

が，ゴミ出しだけを行ってもら

うことが，なぜできないか（Ｇ） 

・状況把握調査を実施(6/11) 

・申出人，事業所，委員会の三者で協

議の結果，申出人が了承されたので

，終了。 

相談

助言 

９ 

（相談等） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

精神科病院に入院（医療保護入

院）して１０年になるが，薬の

効能が強く，昼間は自分の意志

も伝えられないほどの状態に

なるため，相談することが難し

い。そこで，薬の効能（強さ）

を減らして欲しい。 

・服薬に関しては，医師の診察と判断

によるものであるため，患者の状況

によって服薬の量や強さも変化する

ことを伝える。また，相談や意思を

伝える方法として，意識がはっきり

している時間帯（早朝など）に手紙

等を書くことを助言して終了。 

相談

助言 

１０ 

（相談等） 

電話 

 

児童 

（職員） 

県児童総合相談センターとし

て，ここ近年，運営適正化委員

会で処理した苦情の中で，児童

分野に関する内容等について，

状況把握したいので教えて欲

しい。 

・過去５年分の苦情対応実績の中から

，個人情報保護規程の範囲の中で，

児童分野の数と内訳について，情報

提供（ファクス送信）して終了。 

その他 

１１ 

（相談等） 

電話 

 

その他 

（職員） 

勤労者福祉協議会という団体

が存在していたら，教えて欲し

い。 

・団体（県労働者福祉協議会）の概要

や地図について，情報提供（ファク

ス送信）して終了。 

その他 

１２ 

（相談等） 

電話 

 

老人 

（本人） 

軽費老人ホーム（ケアハウス）

の入所について友人が希望し

ているため，入所する際の条件

等があれば，教えて欲しい。 

・軽費老人ホーム（ケアハウス）の種

類や入所条件，利用料の設定や控除

対象等のことを助言して終了。 

相談

助言 

１３ 

（相談等） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

現在，服用している薬の効能が

強いため，薬の効能（強さ）を

減らして欲しい。また，主治医

との関係がよくないため，転院

したい。 

・医療関係の相談であったため，専門

相談機関（県医療安全支援センター

，県精神保健福祉センター）を紹介

し，終了。 

紹介

伝達 

１４ 

（苦情） 

電話 

 

児童 

（家族） 

食物アレルギーの子供を市立

保育園に預けているが，アレル

ギーショックの際の服薬につ

いて初期対応をお願いしたが，

対応できないと回答された。現

在，保護者は働いているため，

初期対応の服薬について対応

して欲しい。（Ｂ） 

・申出内容を事業所に確認をとり，今

後の対応（全市立保育園）等につい

て申出人に伝えた結果，申出人が了

承されたので終了。（再度，主治医

と相談することも伝える） 

相談

助言 

 



  

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

１５ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（家族） 

小規模多機能ホーム職員のこ

れまで行ってきた対応につい

て，納得がいかない。事業所が

行うサービスや対応，処置が，

正当なものであるか確認した

い。また，事業所管理者の対応

も，正当なものであるか併せて

確認したい。（Ｇ） 

・事業所が，利用者との解約手続き以降

，顧問弁護士を通じて対応を行って

いるため，本委員会としては，これ

以上，介入を続けることが困難にな

ったため，終了。 

その他 

１６ 

（相談等） 

電話 

（匿名） 

その他 

（その他） 

ソーシャルワーカーについて，

教えて欲しい。 

・ソーシャルワーカーについて，業務

内容や種類等について説明し，終了。 

相談

助言 

１７ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（家族） 

認知症の母親に日頃，介護付き

有料老人ホームへ会いに行く

たびに，職員から面会の制限を

言われる。なぜ，家族が会いに

行くことを制限されるのか。利

用契約書にも制限することは，

記載されていない。職員からの

謝罪を求めたい。（Ａ） 

・当事者同士の話し合い解決を推奨し

た結果，申出人が納得し，了承され

たので終了。 

相談

助言 

１８ 

（相談等） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

作業所に通所しているが，スタ

ッフの作業者に対する対応に

ついて，不満を感じている。 

相談したいので，面談をお願い

したい。 

・電話で申出内容を確認し，当事者同士

の話し合い解決を推奨した結果，申出

人が納得し，了承されたので終了。 

相談

助言 

１９ 

（相談等） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（職員） 

６月に解雇されたデイサービ

スセンター施設長が，利用者の

個人情報を持ち出すとともに，

事業が３月に廃止することの

風評を流している。元施設長に

対して抗議したいので，方法に

ついて教えてほしい。 

・匿名では抗議する範囲は限られてい

ること，また，抗議する申出人が不

明確であることを伝える。（事業所

内ではまだ検討していないとのこ

と）さらに，抗議する内容について

も，不明確であることを伝えると，

再度検討すると言って，電話を切ら

れたため，終了。 

相談

助言 

２０ 

（相談等） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

障害程度区分の認定を受けた

が，前回の認定より区分が低く

なったことと，自己負担分が低

くなったこと，特別地域加算対

象者の内容について，教えてほ

しい。 

・質問の内容について申出人に説明し，

本人も了承したため，終了。 

相談

助言 



  

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

２１ 

（相談等） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

グループホームに入所してい

る母親の服薬している量につ

いて，提携している病院に対し

て相談したいが，どのようにす

ればよいのか教えてほしい。 

・内容について，傾聴した結果，服薬

に関しては医療分野になるため，県

医療安全支援センターを紹介し，終

了。 

紹介

伝達 

２２ 

（苦情） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

夜勤の職員が排泄処理を行っ

てくれなかった。また，このよ

うなことがあると困るので改

めてほしい。（Ａ） 

・当事者同士の話し合い解決を推奨し

た結果，事業所も業務改善を行い，

申出人も内容について了承されたの

で終了。 

相談

助言 

２３ 

（苦情） 

書面 

(匿名) 

高齢者 

（職員） 

一部の従事者間で行っている

積立貯金の用途が適切でない

ため，中心に行っている主任看

護師に対して適切な処分を求

めたい。（Ｇ） 

・職員間での行為（積立貯金）であり，

福祉サービスに関する苦情として取

り上げることが困難であること。ま

た，匿名で申出人と連絡がとること

ができないため，案件の信憑性を確

認がとれず，対応できないため終了。 

その他 

２４ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（職員） 

夜勤専門の職員がいるが，勤務

時間の制限はないのか，教えて

ほしい。 

・労働基準監督署を紹介し，申出人が

了承したので終了。 

紹介

伝達 

２５ 

（相談等） 

電話 

(匿名) 

その他 

(本人) 

市役所に生活保護の申請につ

いて相談したが，一方的に電話

を切られ，対応してくれなかっ

た。どこに相談すればよいのか

教えてほしい。 

・生活保護申請の相談先や生活福祉資

金貸付の相談先を紹介し，手続きに

ついて助言した結果，申出人が了承

したので終了。 

 

相談

助言 

２６ 

（苦情） 

書面 

 

その他 

(その他) 

グループホームにおける利用

者への処遇や対応が不適切な

職員が多く，改善がみられない

ので，調査してほしい。（Ａ） 

H21.12.10 事情調査の実施 

・事情調査をふまえ，審議した結果を，

平成２２年２月２日付で，申出人並

びに事業所へ助言し終了。 

相談

助言 

２７ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

(本人) 

鹿児島市内の特別養護老人ホ

ームに入所したいが，どこで紹

介してくれるのか教えて欲し

い。 

・鹿児島市の高齢者福祉課の連絡先を

情報提供し，申出人が了承したので

終了。 

相談

助言 



  

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

２８ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（本人） 

校区社会福祉協議会で実施し

ている 75 歳の高齢者世帯を対

象にタオルを配布する事業が

あるが，昨年は配布されたにも

かかわらず，今年は配布されな

かった。なぜ，昨年度同様の取

り扱いを行わないのか教えて

欲しい。 

・校区社会福祉協議会の事業について

，市社会福祉協議会に確認を行い，助

言した結果，申出人が了承したので終

了。 

相談

助言 

２９ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（家族） 

母親が福岡のグループホーム

に入所しているが，状況を確認

したいのに，施設側は教えてく

れない。どのようにしたら，教

えてくれるのか。 

・グループホームと利用者が契約した

時の契約条項の確認と，身元引受人の

姉から施設への申出等を助言した結

果，申出人が了承したので終了。 

相談

助言 

３０ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

現在，就労継続支援事業所を利

用しているが，別の事業所か

ら，頻繁に勧誘されるため困っ

ている。何とかしてほしい。

（Ｇ） 

H21.12.14 状況把握調査の実施 

・事業所の設置基準や会計，法人運営

部門に関する内容に確認を要するこ

とから，本委員会の介入範疇を超え

ているため，県に情報提供し終了。 

その他 

３１ 

（相談等） 

電話 

 

児童 

（職員） 

保育園の定員率について，１０

０％を超えている園と超えて

いない園との間で，調整する法

的な根拠があるのか教えて欲

しい。 

・保育園の定員率について，県（主管

課）へ確認を行い，申出人に内容を助

言した結果，申出人が了承したので終

了。 

相談

助言 

３２ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（職員） 

介護相談員派遣事業を行って

いる市町村を教えて欲しい。 

・申出内容について，県（主管課）へ

確認を行い，申出人に内容を助言した

結果，申出人が了承したので終了。 

相談

助言 

３３ 

（相談等） 

電話 

 

その他 

（本人） 

ハローワークで配布されてい

るチラシにある貸付資金につ

いて教えて欲しい。 

・申出内容について，生活福祉資金の

内容を説明・助言した結果，申出人が 

了承したので終了。 

相談

助言 

３４ 

（相談等） 

電話 

 

その他 

（本人） 

ケースワーカーに就職や自立

のことについて，相談するが受

け止めてくれない。どのように

すれば相談にのってくれるか

教えてほしい。 

・申出内容について，ケースワーカー

に対する話し方や伝え方等を助言し

た結果，申出人が了承したので終了。 

相談

助言 

３５ 

（相談等） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（家族） 

ホームヘルパーの業務につい

て教えて欲しい 

・ホームヘルパーの業務について説明

し，申出人が了承したので終了。 

相談

助言 



  

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

３６ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

障害者 

（家族） 

事業所のイベントで，職員の利

用者や保護者に対しての接遇

（対応や言葉使い等）が適切で

ない場面を見てきたので，適切

なものに改めてほしい。（Ａ） 

・事業所に申出人からの申出内容を伝

えた結果，事業所としても今後，改善

を図っていく意志が確認できた。なお

，申出人は匿名で連絡が取れない状況

であるため終了。 

その他 

３７ 

（苦情） 

電話 

 

その他 

（本人） 

社会福祉協議会に生活福祉資

金の申請が受理できない理由

を教えて欲しい。また，どのよ

うにすれば受理されるか教え

て欲しい。（Ｇ） 

・申出人の申出内容を社会福祉協議会

に確認をとりながら，申出人に助言を

行った結果，申出内容が解決され，申

出人も了承されたため終了。 

相談

助言 

 

３８ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

障害者 

（本人） 

理事長や指導員から，利用者に

対して作業を強要されたり，作

業工程が改善されず，ストレス

を感じている。一時も早く精神

に障害を持つ私達の安らぎの

場所に返して欲しい。（Ｂ） 

H21.12.14 状況把握調査の実施 

・事業所の設置基準や会計，法人運営

部門に関する内容に確認を要するこ

とから，本委員会の介入範疇を超え

ているため，県に情報提供し終了。 

その他 

３９ 

（苦情） 

書面 

（匿名） 

障害者 

（家族） 

理事長や指導員が替わってか

ら，息子の通所回数が減り，デ

イケアも休むようになり，前に

比べて息子が憂鬱そうな顔を

することが多くなった。障害者

を思いやった運営を行って欲

しい。（Ｂ） 

H21.12.14 状況把握調査の実施 

・事業所の設置基準や会計，法人運営

部門に関する内容に確認を要するこ

とから，本委員会の介入範疇を超え

ているため，県に情報提供し終了。 

その他 

４０ 

（苦情） 

電話 

 

障害者 

（本人） 

一部の事業所が，ゴミ出しを家

事援助の範囲として，対応して

くれない。なぜ，認められてい

るのに，理解されていないか教

えて欲しい。（Ｂ） 

・委員会としては静観することとして

終了。 

その他 

４１ 

（相談等） 

電話 

（匿名） 

障害者 

（職員） 

施設長家族がワンマン経営で，

施設を私物化しているように

感じる。職員の有給休暇も自由

に取れないため，話を聞いてほ

しい。 

・県の監査結果をふまえ，しばらく様子

を見ることと，労働条件関係について

は労働基準監督署へ相談することを

助言した結果，申出人が了承したので

終了。 

相談

助言 

４２ 

（苦情） 

電話 

（匿名） 

児童 

（家族） 

保育園からのインフルエンザ

に関する案内文書で不快な思

いをしたため，気をつけてほし

い。（Ｇ） 

・申出人が保育園に苦情を伝えることの

みを希望し，保育園に申出内容を伝え

た結果，今後，保育園としても対応を

工夫するとのことであったため終了。 

相談

助言 



  

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

４３ 

（相談等） 

電話 

 

高齢者 

（本人） 

１０年前から生活保護を受給

し，併せて通院も行っている。

かかりつけの医師と今回診察

した医師の見解が異なるため，

困っている。また，３人目の医

師とのトラブルにより，今後ど

のようにすれば良いかわから

ないので話を聞いて欲しい。 

・申出内容について，ケースワーカー

の役割や位置づけを説明し，今後の

医療や生活についてもケースワーカ

ーを通して相談することを助言した

結果，申出人が了承したので終了。 

相談

助言 

４４ 

（相談等） 

電話 

（匿名） 

高齢者 

（その他） 

鹿児島市の介護付き有料老人

ホームに入居している叔母に

会いたいが，身元引受人である

叔母の弟によって，有料老人ホ

ームに訪問しても会わせてく

れない。どのようにすれば会わ

せてくれるのか教えてほしい。 

・申出内容が福祉サービスに関するこ

とでなかったため，本委員会の位置

づけや範囲を説明し，無料の法律相

談機関を紹介した結果，申出人が了

承したので終了。 

紹介

伝達 

４５ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（その他） 

利用者の担当ケアマネジャー

の交代について，先般利用者等

を含めて話し合いを行ったが，

交代されていない。なぜ，利用

者が要望しているにもかかわ

らず，ケアマネジャーが交代さ

れないのか教えてほしい。（Ｇ） 

・申出人からの申出内容を事業所に確

認をとる間に，状況が変化し，当初

の申出内容から家族間の問題へと変

化したため，状況を確認・整理し，

申出人に説明した結果，了承したた

め終了。 

相談

助言 

４６ 

（相談） 

電話 

 

障害者 

（その他） 

障害者の作業所等が加入でき

る保険について，教えてほしい

。 

・ふくしの保険（福祉保険サービスの

保険内容等）を紹介した結果，申出

人が了承しため終了。 

紹介

伝達 

４７ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（家族） 

母親が施設に入所後，体重の減

少と精神の不安定な状態が続

いている。また，母親が嫌がる

行為も続いているため，改善し

てほしい。（Ｂ） 

（継続中） 継続

中 

 



  

 

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

４８ 

（相談） 

電話 

 

高齢者 

（職員） 

重要事項説明書に記載するた

め，利用者からの苦情対応窓口

を教えて欲しい。 

・福祉サービス運営適正化委員会の名

称及び連絡先を伝達し終了。 

相談

助言 

４９ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（家族） 

事業所での事故が起こった場

合の説明や事故対応の改善を

行ってほしい。また，これまで

ケアマネジャーを通して，事業

所と家族のやりとりを行って

いたが，事故発生後，ケアマネ

ジャーへの連絡が不十分であ

ったので連絡も徹底してほし

い。（Ｇ） 

・申出人が申出内容について取り下げ

（法的措置を検討しているため）を

行ったため終了。 

その他 

５０ 

（苦情） 

来所 

 

高齢者 

（職員） 

利用者保護のため，緊急措置で

入所したにもかかわらず，退所

して在宅へ帰るという家族の

判断に対して，ケアマネジャー

の今後の方針がみえない。施設

を替わるとしても，利用者主体

で検討を進めてほしい。（Ｇ） 

・申出人が申出内容について，事業所

や利用者の家族に確認をとり，説明

を行った結果，申出人が了承された

ため終了。 

相談

助言 

５１ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（本人） 

１０年前から生活保護を受給

し，これまで脳神経外科病院に

通院していたが，医師とのトラ

ブルにより，受診が困難となっ

ている。今後，どのようにすれ

ば通院できるようになるか教

えて欲しい。（Ｇ） 

・申出内容について，申出人とケース

ワーカーとともに話し合いを行った

結果，申出人が了承したので終了。 

相談

助言 

５２ 

（苦情） 

電話 

 

障害 

（本人） 

毎日利用しているヘルパーの

対応や担当シフト表について，

事業所に改善をお願いしてい

るが，改善が見られないため，

第三者機関から話して欲しい。

（Ａ） 

・当事者同士の話し合い解決を推奨し

た結果，事業所も業務改善を行い，

申出人も内容について了承されたた

め終了。 

相談

助言 

 



  

 

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

５３ 

（苦情） 

電話 

 

障害者 

（家族） 

グループホームに入居してい

る弟に対して，事業所から一人

暮らしを勧められた。家族の意

向を伝えたにもかかわらず，一

方的な形で地域移行が進めら

れていることに疑問を感じて

いる。家族の意向を事業所へ話

して欲しい。（Ｇ） 

・申出人からの申出が取り下げられた

ため終了。 

 （弟の退所日が近く，近日中に弟と

家族と事業所で協議することを事業

所に提案するため） 

その他 

５４ 

（苦情） 

電話 

 

その他 

（本人） 

母子相談員の対応に不快感を

持ったので，改善するよう言っ

て欲しい。（Ａ） 

・母子相談員に申出人の申出内容を伝

え終了。 

その他 

５５ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（家族） 

ケアハウスに入所している義

理の父親から，これまで預かっ

ていた父親の通帳の引き出し

について，施設に伺ったとこ

ろ，施設が家族間のことまで介

入してきた。なぜ，家族間のこ

とまで介入するのか，施設へ話

して欲しい。（Ｇ） 

・事業所に申出人からの申出内容を伝

え，再度，申出人に確認内容を伝え

た結果，申出人が了承されたため終

了。 

相談

助言 

５６ 

（苦情） 

電話 

 

高齢者 

（その他） 

２年半登録型ヘルパーとして

勤務してきたが，施設内のサー

ビスが利用者主体であるのか

疑問を感じる。利用者主体のサ

ービス提供となるように，対応

を改めて欲しい。（Ｂ） 

・事業所に申出人からの申出内容を伝

え，再度，申出人に確認内容を伝え

た結果，申出人が了承されたため終

了。 

相談

助言 

５７ 

（苦情） 

来所 

 

障害 

（本人） 

サービス利用計画の未作成や

利用者への高圧的な態度，根拠

がわからない変動する工賃の

支払いなど，利用者に対する対

応を改めて欲しい。（Ｂ） 

・事業所の設置基準や会計，法人運

営部門に関する内容に確認を要する

ことから，本委員会の介入範疇を超

えているため，県に情報提供し終了。 

その他 

５８ 

（苦情） 

電話 

 

障害 

（本人） 

短期入所を希望しているにも

かかわらず，事業所から申込書

が届かない。事業所の対応を改

めて欲しい。（Ｇ） 

・申出人の状況が頻繁に変化するこ

とと，申出人に連絡をとることが困

難なことを勘案して，委員会として

は静観することとして終了。 

その他 

 



  

 

受付 

番号 

受付 

方法 

種 別 

（申出人） 

相談・苦情内容 

【（ ）内は苦情内容分類】 
運営適正化委員会の対応 

５９ 

（相談等） 

電話 

 

障害者 

（家族） 

グループホームの入居する際

に，敷金等が必要であるか教え

てほしい。 

・グループホームに入所する際に敷金

や入居一時金を設定している事業所

もあるため，重要事項説明書を確認

することを伝えた結果，申出人が了

承したため終了。 

 

相談

助言 

６０ 

（相談等） 

来所 

 

その他 

（職員） 

新規デイサービスを立ち上げ

るため，今後の苦情体制の仕組

みについて教えてほしい。 

・厚生労働省通知と相談者の相談苦情

解決実施要領（例）に基づき説明し

た結果，申出人が了承したため終了

。 

相談

助言 

６１ 

（相談等） 

電話 

 

その他 

（本人） 

ＤＶ被害申請を出し保護され

た妻の状況について，情報を入

手する方法を教えてほしい。 

・申出人に対して説明を行っている途

中で，申出人から電話を切られ，そ

の後連絡がとれないため終了。 

その他 

６２ 

（相談等） 

電話 障害 

（その他） 

運営適正化委員会の位置づけ

と苦情解決の仕組みを教えて

ほしい。 

・申出人に本委員会の位置づけと仕組

みを説明した結果，了承したので終

了。 

相談

助言 

６３ 

（相談等） 

電話 その他 

（家族） 

特別養護老人ホーム，養護老人

ホーム，ケアハウスについて教

えてほしい。 

・申出人に特別養護老人ホームや養護

老人ホーム，ケアハウスの位置づけ

や概要について説明した結果，了承

したので終了。 

相談

助言 

６４ 

（相談等） 

電話 高齢者 

（家族） 

母親が養護老人ホームに入所

したが，事業所が部屋への持ち

込み物を制限することや通帳

等の管理することに納得いか

ない。なぜ，事業所がそのよう

なことを行うのか教えてほし

い。 

・申出内容について，再度，契約時に

説明を受けている重要事項説明書の

確認することを助言する。また，福

祉サービス利用支援事業の紹介も併

せて行った結果，了承したので終了。 

相談 

助言 

６５ 

（相談等） 

電話 障害 

（家族） 

県外施設に入所している弟が

施設内でケガをした。その後の

事業所からの説明や対応に納

得できない。どこに相談すれば

よいのか教えてほしい。 

・申出内容から当該県の運営適正化委

員会へ連絡すること助言する。また，

当該県の運営適正化委員会相談員の

紹介も併せて行った結果，了承した

ので終了。 

相談 

助言 



  

４ 広報・啓発活動の実施 

  （１）県社協広報紙「ふくしのひろば」への掲載 【第１６４号：平成２１年９月１日発行】 

（２）ホームページによる広報・啓発   

  （３）ポスター（６６２部）・リーフレット（１，３４５部）の作成・配布      

      

５ 研修会の実施 

  （１）平成２１年度福祉サービスに関する相談・苦情解決事業研修会  

     開催日：平成２１年１０月１４日（水） 

     会 場：かごしま県民交流センター 県民ホール 

参加者：第三者委員・苦情受付担当者・苦情解決責任者  ４９０名 

内 容：【事業実施説明】「運営適正化委員会の取組状況と苦情対応について」 

                    福祉サービス運営適正化委員会 事務局長 新澤俊一 

    【事例発表】「イオン九州（株）における苦情発生状況とその対応」 

               イオン九州株式会社 人事総務本部 

                 総務部 CS推進ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 齋藤 哲 氏 

    【ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ】「苦情対応に求められる事業所のあり方」 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：福祉サービス運営適正化委員会 

                （合議体）福祉サービスに関する苦情解決委員会 委員長 久永繁夫 氏 

           ﾄｰｸﾒﾝﾊﾞｰ：イオン九州株式会社 人事総務本部 

                 総務部 CS推進ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 齋藤 哲 氏 

 

６ 巡回訪問（指導）の実施 

  社会福祉事業の事業所段階における自主的な苦情解決が適切に行われるよう，県内各事業所を訪

問して苦情解決体制の整備状況を把握するとともに，体制整備に関する相談・助言に応じ，福祉サ

ービスの質の向上につなぐことのできる苦情解決体制の構築に向けて，県内２７カ所の事業所に巡

回訪問を実施。    

 

７ 調査研究活動の実施 

   ＜苦情解決事例の作成＞  

    苦情解決の仕組みにおいて，重要な役割を担う第三者委員の苦情解決事例や成功事例等を

収集し，ホームページ上で公表した。 

【URL：http://www.kaken-shakyo.jp/riyoshien/H21zireishu-10.pdf】 

 

８ 全国会議等への参加 

（１）平成２１年度都道府県運営適正化委員会委員長・事務局長会議（委員長１名，事務局１名） 

    開催日：平成２１年７月１５日（水） 

    会 場：全国社会福祉協議会 会議室「第３～第５会議室」 

   内 容：ア 行政説明  厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 課長補佐 内山 徹 氏 

イ 報告・説明 全国社会福祉協議会 企画部 部長 野崎 吉康 氏 

       ウ 情報（意見）交換・協議  



  

 

（２）平成２１年度都道府県運営適正化委員会相談員研修会（事務局１名） 

    開催日：平成２１年７月１６日（木）～７月１７日（金） 

    会 場：全国社会福祉協議会 会議室「第３～第５会議室」他 

    内 容：ア 行政説明 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 課長補佐 内山 徹 氏 

        イ 研修１ ①基調報告  

                全国社会福祉協議会 企画部 部長 野崎 吉康 氏 

              ②情報交換等 

        ウ 研修２ 苦情解決業務の実際 

           Ａコース  名寄市立大学保健福祉学部准教授 佐藤 みゆき 氏 

           Ｂコース  弁護士／明治大学法科大学院教授 平田 厚 氏 

                 浴風会ケアスクール校長     服部 安子 氏 

        エ 研修３ 運営適正化委員会業務の現状と課題 

 

 

 

 

【参考】苦情内容の分類の例示 

区 分 例 示 

Ａサービス内容（職員の接遇） 

 

・職員の対応や言葉遣いが悪い 

Ｂサービス内容 

（サービスの質や量） 

・食事の内容が悪い 

・居室の環境が悪い 

Ｃ利用料 ・不当な自己負担を求められた 

・自己負担額の内容が説明されていない 

Ｄ説明・情報提供 ・説明なくサービス内容が変更された 

・重要事項説明や契約書と実際のサービスが違っていた 

Ｅ被害・損害 ・預かり金など金銭のトラブルがあった 

・所有物がなくなった  破損した 

Ｆ権利侵害 ・暴力や虐待を受けた 

・プライバシーを侵害された 

Ｇその他 ・上記に当てはまらない事項 



  

 

ふくしのひろば 【第１６４号：平成２１年９月１日発行より抜粋】 

 


